
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モータと、このモータの出力軸に装着されたターンテーブルを有し、複数のディスク基板
を貼り合わせた情報記録用のディスクを、ターンテーブル上に保持して回転するためのデ
ィスク保持機構を備えるディスク駆動装置において、
ディスク保持機構は、
ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して保持するための固定部と、
ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して半径方向に弾性変形する可動部
と、
を備え、
可動部は、
ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分に接してターンテーブル側に位置す
るディスク基板を保持する保持部と、
保持部に直近の案内曲面部と、
可動部が弾性変形するための弾性変形支点位置にある支点位置曲面部と、
案内曲面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置されて、ターンテーブ
ル側に位置するディスク基板以外のディスク基板に当たるのを防ぐための当接防止用曲面
部と、
を有することを特徴とするディスク駆動装置。
【請求項２】
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情報記録用のディスクは、２枚のディスク基板を接着剤を用いて貼り合わせた請求項１に
記載のディスク駆動装置。
【請求項３】
複数のディスク基板を貼り合わせた情報記録用のディスクを、ターンテーブル上に保持し
て回転するためのディスク保持機構において、
ディスク保持機構は、
ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して保持するための固定部と、
ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して半径方向に弾性変形する可動部
と、
を備え、
可動部は、
ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分に接してターンテーブル側に位置す
るディスク基板を保持する保持部と、
保持部に直近の案内曲面部と、
可動部が弾性変形するための弾性変形支点位置の支点位置曲面部と、
案内曲面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置されて、ターンテーブ
ル側に位置するディスク基板の他のディスク基板に当たるのを防ぐための当接防止用曲面
部と、
を有することを特徴とするディスク保持機構。
【請求項４】
情報記録用のディスクは、２枚のディスク基板を接着剤を用いて貼り合わせた請求項３に
記載のディスク保持機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数枚のディスク基板から成る情報記録用のディスクを回転駆動するためのデ
ィスク駆動装置及びディスクの保持機構に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
情報記録用のディスクとしては、例えばコンパクトディスク（ＣＤ）やコンパクトディス
クを用いた読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、ミニディスク
（ＭＤ）等がある。このような情報記録用のディスクには情報を書き込んだり、あるいは
予め記録されている情報を再生するために、光学ピックアップを用いる。このディスクと
ターンテーブル及び光学ピックアップの位置関係が高精度に保持されないと、ディスクに
記録されている情報の読出しや、ディスクに対して情報を書込むのを高精度に行うことが
できず、例えば音楽や映像が再生できない等の問題が生じる。
【０００３】
通常の情報記録用のディスクは、合成樹脂により作られており、その中央には孔が設けら
れている。ディスク駆動装置は、このようなディスクの孔をターンテーブルに装着して回
転するのであるが、ディスクの孔の径は製造上のバラツキが比較的大きく、ディスクのタ
ーンテーブルに対する位置ずれを抑えるためには孔の径のバラツキに対する対策が必要で
ある。
このために、通常ディスクを駆動装置のターンテーブルに装着する場合には、ターンテー
ブル側にディスクのセンタリング機構が必要である。
【０００４】
従来のディスク駆動装置は、例えば図６及び図７に示すように構成されている。
図６及び図７において、ＣＤ再生用のディスク駆動装置１は、スピンドルモータ２、ター
ンテーブル３、クランパー４を含む構成である。
スピンドルモータ２は、ロータ２ａ、ステータ基板２ｂから構成されており、このステー
タ基板２ｂは、シャーシ２ｃ上に取り付けられ、ネジ２ｄにより固定されている。
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上記シャーシ２ｃは、振動が光ディスクに伝達されないように、ゴム製のインシュレータ
２ｅを介して、ディスク駆動装置１の本体フレーム（図示せず）上に取り付けられている
。
【０００５】
ターンテーブル３は、スピンドルモータ２の回転軸２ｆの上端部に対して同心に固定され
ており、このターンテーブル３上に、ＣＤ５が着脱可能に装着されるようになっている。
ターンテーブル３の中央には、水平方向に関して円形のディスク取付基準用の凸部３ａが
形成されており、光ディスク５は、その中央に形成された円形の孔５ａ内に、凸部３ａを
挿入することでターンテーブル３上に装着されるようになっている。
【０００６】
クランパー４は、円形に形成されており、その下面中央部に円形の凹部を有しており、こ
の凹部内にターンテーブル３の凸部３ａを収容する。
クランパー４の凹部の奥には、マグネット４ａが装着されており、このマグネット４ａが
ターンテーブル３の凸部３ａの上面に吸着することにより、クランパー４の周辺部下面が
、光ディスク５の対応する部分を押圧する。これにより、ＣＤ５は、ターンテーブル３と
クランパー４との間に挟持されて、ターンテーブル３上に固定される。
【０００７】
図７に示すように、光ディスク５に対する情報の読出／書込を行なう光学ピックアップ６
が、シャーシ２ｃに取り付けられたガイド軸７ａに沿って、ＣＤ５の半径方向に摺動可能
に取り付けられており、スレッドモータ７ｂによりスレッドギヤ７ｃ等を介して駆動され
る。
【０００８】
図６のターンテーブル３の凸部３ａに、ＣＤ５のためのセンタリング機構が設けられてお
り、このセンタリング機構は、図８及び図９に示すように、ターンテーブル３の凸部３ａ
は、基部８ａ、リング８ｂ、コイルバネ８ｃ、チャッキングヨーク８ｄを含んでいる。
【０００９】
基部８ａは、ターンテーブル３の中央に形成されて、図６のスピンドルモータ２の回転軸
２ｆに圧入される軸受部を包囲するように形成されている。この基部８ａに対して、コイ
ルバネ８ｃが設けられ、さらにその上からリング８ｂが嵌合されている。基部８ａの上端
には、図６のクランパー４のマグネット４ａが吸着すべき円環状のチャッキングヨーク８
ｄが設けられている。（図示の場合には、チャッキングヨーク８ｄは、基部８ａと一体に
形成されている。）
【００１０】
このような構成のセンタリング機構を備えたターンテーブル３に対して、ＣＤ５を装着す
る場合、ＣＤ５の孔５ａの下縁が、リング８ｂ外周面の上下方向に関して中間付近に当接
する。そして、ＣＤ５の自重によって、コイルバネ８ｃの張力に抗して、リング８ｂが下
降する。
その後、クランパー４が凸部３ａにはめ込まれることにより、そのマグネット４ａがチャ
ッキングヨーク８ｄに吸着する。これにより、ＣＤ５は、チャッキングヨーク８ｄにより
押圧されて、リング８ｂと共にさらに下降する。従って、ＣＤ５の下面が、ターンテーブ
ル３の上面に当接し、ターンテーブル３上に固定される。
【００１１】
外周面が円錐台状で且つコイルバネ８ｃにより付勢されて上下に摺動し得るリング８ｂに
より、ＣＤ５のターンテーブル３への装着の際に、光ディスク５の孔５ａの孔径に多少の
バラツキがあったとしても、そのバラツキは、リング８ｂの上下動によって吸収されるこ
とになり、光ディスク５が偏心した状態でターンテーブル３に装着されることが確実に防
止できる。
【００１２】
しかし、このセンタリング機構を有するターンテーブル３では、リング８ｂが基部８ａに
対して上下方向に摺動できるように、両者の間に隙間が必要であり、この隙間分だけリン
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グ８ｂと基部８ａとの間に、即ちＣＤ５とターンテーブル３との間に、中心のずれが生ず
ることになり、光ピックアップ６の読取／書込の精度や特性の悪化の一要因となっている
。
【００１３】
また、リング８ｂの上下動のためのスペースが必要であることから、ターンテーブル３全
体が比較的高くなってしまい、光ディスク装置全体の小型化、薄型化に不利であるという
問題があった。
さらに、ターンテーブル３に装着されたＣＤ５は、コイルバネ８ｃによってリング８ｂを
介して常に上方に押圧されるので、マグネット４ａによるチャッキング力が弱められてし
まう。従って、ＣＤ５とターンテーブル３とのスリップを防止するためには、より強力な
マグネット４ａを使用する必要がある。
【００１４】
一方、近年高密度記録用光ディスクとして、例えば図１０に示すように貼り合わせ型のデ
ィスクが開発されてきている。
図１０に示す貼り合わせ型のディスク９は、二枚のディスク基板９ａ，９ｂを重ねて、接
着剤により貼り合わせることにより構成されている。各光ディスク基板９ａ，９ｂは、そ
れぞれ中央に例えば直径１５ｍｍの孔９ａ１，９ｂ１を備えている。
【００１５】
各ディスク基板９ａ，９ｂは、その孔９ａ１，９ｂ１の内径の最大許容寸法は、単独のデ
ィスク基板ではプラス側で０．１５ｍｍ、マイナス側で０ｍｍであり、貼り合わせ後に最
小１５ｍｍという規格になっている。貼り合わせディスク９が、規格で許容される最大の
ずれを有する場合とは、図１１と図１２に示すように、各ディスク基板９ａ，９ｂの孔９
ａ１，９ｂ１の内径が１５．１５ｍｍであって、互いに反対方向に０．１５ｍｍずれた状
態で貼り合わせられた状態である。
従って、実際に生産される貼り合わせ型のディスク９は、一般には、例えば図１２に示す
ように、上下のディスク基板９ａ，９ｂの孔９ａ１，９ｂ１が僅かにずれた状態となって
いる。このため、前述したセンタリング機構を使用した場合には、センタリングの基準と
なるべき光ディスク基板９ａ，９ｂの孔９ａ１，９ｂ１が互いにずれていることから、デ
ィスクの正確なセンタリングが行なえない。
【００１６】
そこで、図１３に示すようなディスクの保持機構が提案されている。図１３の保持機構は
、ディスク９を保持するために固定部１７と可動部１８を有する構造である。可動部１８
は、テーパー部１８ａを備えており、このテーパー部１８ａがディスク９のディスク基板
９ａ，９ｂの孔９ａ１，９ｂ１内径側のエッジ９ｃを受ける構造になっている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このような構造であると、ディスク９の内径エッジ９ｃの面取の有無や、面取
程度の大小によって、ディスク９のセンタリング精度が大きく左右されてしまう。このこ
とは、可動部１８が矢印Ｒ方向に動くことができる範囲（ストローク）が小さい程顕著で
ある。
【００１８】
また、図１４あるいは図１５のような可動部１８の構造を採用すると、次のような問題が
ある。
図１４の可動部１８は、図１３のテーパー部１８ａの一部を、下側のディスク基板９ｂの
孔の内径部分のみに合うように設定して、ディスク内径部分を受けるようにしたものであ
る。しかし、上側のディスク基板９ｂの内径エッジ９ｃがやはり可動部１８の外周面に接
触してしまうので、正確にディスク９をセンタリングすることができない。
【００１９】
図１５の可動部１８は、下側のディスク基板９ｂの内径部分に接する領域を小さくするた
めに、図１３に比べればテーパー部１８ｄのテーパー角を変えたものである。しかし下側
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のディスク基板９ｂに対して接する可動部１８の部分１８ｅ、即ちディスク９のセンタリ
ングに寄与する部分の長さｈが非常に短くなってしまうので、ディスク９のセンタリング
性能が悪化してしまう。
本発明は上記課題を解消し、複数のディスク基板を貼り合わせた情報記録用のディスクの
内径エッジ側の面取の有無や大小に影響されずに、ディスクのセンタリング性能を確実に
確保することができるディスク駆動装置及びディスク保持機構を提供することを目的とし
ている。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、本発明にあっては、モータと、このモータの出力軸に装着されたターンテー
ブルを有し、複数のディスク基板を貼り合わせた情報記録用のディスクを、ターンテーブ
ル上の保持して回転するためのディスク保持機構を備えるディスク駆動装置において、デ
ィスク保持機構は、ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して保持するた
めの固定部と、ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して半径方向に弾性
変形する可動部と、を備え、可動部は、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径
部分に接してターンテーブル側に位置するディスク基板を保持する保持部と、保持部に直
近の案内曲面部と、可動部が弾性変形するための弾性変形支点位置にある支点位置曲面部
と、案内曲面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置されて、ターンテ
ーブル側に位置するディスク基板以外のディスク基板に当たるのを防ぐための当接防止用
曲面部と、を有するディスク駆動装置により、達成される。
【００２１】
本発明では、ディスク保持機構の固定部が、ターンテーブル側に位置するディスク基板の
みに接触して保持する。ディスク保持機構の可動部は、ターンテーブル側に位置するディ
スク基板のみに接触して半径方向に弾性変形する。
この場合に、可動部の保持部は、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分に
接してターンテーブル側に位置するディスク基板を保持する。可動部の案内曲面部は、保
持部に直近の位置にある。可動部の支点位置曲面部は、可動部が弾性変形するための弾性
変形支点位置の所にある。
【００２２】
当接防止用曲面部は、案内曲面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置
されている。これにより当接防止用曲面部は、ターンテーブル側に位置するディスク基板
以外のディスク基板が可動部にに当たるのを防ぐことができる。
従って、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分は、可動部の保持部でしっ
かりとセンタリングされると共に、ターンテーブル側に位置するディスク基板以外のディ
スク基板は、当接防止用曲面部により避けることができるので、このディスク基板はディ
スクをターンテーブルにおいてセンタリングする時の邪魔にならない。
【００２３】
上記目的は、本発明にあっては、複数のディスク基板を貼り合わせた情報記録用のディス
クを、ターンテーブル上に保持して回転するためのディスク保持機構において、ディスク
保持機構は、ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して保持するための固
定部と、ターンテーブル側に位置するディスク基板のみに接触して半径方向に弾性変形す
る可動部と、を備え、可動部は、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分に
接してターンテーブル側に位置するディスク基板を保持する保持部と、保持部に直近の案
内曲面部と、可動部が弾性変形するための弾性変形支点位置の支点位置曲面部と、案内曲
面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置されて、ターンテーブル側に
位置するディスク基板以外のディスク基板に当たるのを防ぐための当接防止用曲面部と、
を有するディスク保持機構により、達成される。
【００２４】
本発明では、ディスク駆動装置のディスク保持機構の固定部が、ターンテーブル側に位置
するディスク基板のみに接触して保持する。ディスク保持機構の可動部は、ターンテーブ
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ル側に位置するディスク基板のみに接触して半径方向に弾性変形する。
この場合に、可動部の保持部は、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分に
接してターンテーブル側に位置するディスク基板を保持する。可動部の案内曲面部は、保
持部に直近の位置にある。可動部の支点位置曲面部は、可動部が弾性変形するための弾性
変形支点位置の所にある。
【００２５】
当接防止用曲面部は、案内曲面部と支点位置曲面部に接する直線の位置よりも内側に配置
されている。これにより当接防止用曲面部は、ターンテーブルに位置するディスク基板以
外のディスク基板が可動部に当たるのを防ぐことができる。
従って、ターンテーブル側に位置するディスク基板の内径部分は、可動部の保持部でしっ
かりとセンタリングされると共に、ターンテーブル側に位置するディスク基板以外のディ
スク基板は、当接防止用曲面部により避けることができるので、このディスク基板はディ
スクをターンテーブルにおいてセンタリングする時の邪魔にならない。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい
種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定す
る旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。
【００２７】
図１は、本発明のディスク駆動装置の好ましい実施の形態を示している。
図１のディスク駆動装置２０は、光ディスク装置に設けられるものであり、例えば高密度
記録用のディスク９を着脱可能にセンタリングして位置決めしそして連続回転する装置で
ある。
ここで用いられているディスク９は、情報記録密度と記録量を上げるために、上側（上層
）のディスク基板９ａと下側（下層）のディスク基板９ｂを接着剤により貼り合わせて構
成したものである。ディスク９を作る場合には、ディスク基板９ａ，９ｂの間に接着剤を
介在させて貼り付けるのであるが、製造工程においては、その両者の貼り合わせ時のずれ
が生じることがある。ディスク９の内径の規格寸法は、図１のものとは異なり単一板の場
合には（１５ｍｍ＋０．１５ｍｍ）であるが、ディスク９のように２枚の単板のディスク
基板９ａ，９ｂを貼り合わせた後には、その内径は最小で１５ｍｍである。
高密度記録用のディスク９の規格上許される範囲で、ディスク基板９ａ，９ｂが最もずれ
てしまって貼り合わせた状態、所謂限界ディスクの状態が生じたとしても、下側のディス
ク基板９ｂだけで、ディスク９のセンタリングを完結させて、上側のディスク基板９ａは
、ディスク保持機構３０のどの部分にも接触しないようにする必要がある。
【００２８】
図１のディスク駆動装置２０は、モータ２１、ターンテーブル２２、クランパー２３等を
有している。
モータ（スピンドルモータ）２１は、ロータとステータを備えており、モータ２１は、光
ディスク装置の本体フレーム２０ａに対してゴム製のインシュレータ２１ａを介して取り
付けられている。このインシュレータ２１ａは、本体フレーム２０ａからディスク９に対
して振動が伝達されるのを防止するものである。
【００２９】
モータ２１のロータ２１ｂは、ステータ２１ｃに対して回転する。ロータ２１ｂは軸２１
ｄと一体に回転するものであり、例えばロータマグネットを備えている。これに対してス
テータ２１ｃはコイルやコイル用の鉄芯等を備えている。ステータ２１ｃのコイルに対し
て所定の通電パターンで外部から通電することにより、ロータ２１ｂのロータマグネット
の磁束と、ステータ２１ｃのコイルから発する磁束との相互作用により、ロータ２１ｂは
ステータ２１ｃに対して連続回転するようになっている。ターンテーブル２２は、モータ
２１の軸２１ｄに対して圧入又は接着により固定されている。このターンテーブル２２の
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周辺部分には、ディスク受け部分２２ｂがリング状に上方に突出して形成されている。こ
の受け部分２２ｂは、ディスク９のチャッキング時にディスク９の下側のディスク基板９
ｂの下面を受けるものである。
【００３０】
ターンテーブル２２と軸２１ｄに関連して、ディスク保持機構３０のチャッキングヨーク
２４とチャッキング部材２５が固定されている。チャッキングヨーク２４は、軸２１ｄの
端部に圧入又は接着により固定されていることにより、チャッキング部材２５がチャッキ
ングヨーク２４とターンテーブル２２の内面２２ａの間に挟まれる形で固定されている。
チャッキング部材２５は、弾性変形可能な材質、例えばポリアセタール、ポリカーボネー
ト等により作られている。
【００３１】
チャッキング部材２５、チャッキングヨーク２４及びターンテーブル２２は、軸２１ｄの
中心軸ＣＬを中心として、同心上に配置されている。このチャッキング部材２５に対して
、ディスク９が着脱可能に嵌め込まれて、しかも受け部分２２ｂが下側のディスク基板９
ｂの下面を受ける形で、クランパー２３が上側から嵌め込まれて、ディスク９がターンテ
ーブル２２に対して保持できるようになっている。この際に、クランパー２３はチャッキ
ング用のマグネット２３ａを有しているので、このマグネット２３ａがターンテーブル２
２のチャッキング部材２５の上面に磁気的に吸着することにより、クランパー２３がディ
スク９の対応する部分を押圧する。これにより、ディスク９はターンテーブル２２とクラ
ンパー２３の間に挟まれる形で、ターンテーブル２２にしっかりと固定される。
【００３２】
図２は、図１のディスク駆動装置２０を含む光ディスク装置の平面図である。この光ディ
スク装置１００は、図１のディスク駆動装置２０、光学ピックアップＯＰ、シャーシ３８
等を有している。光学ピックアップＯＰには、モータ３７ｂの作動により、ギヤ３７ｃ，
３７ｄ，３７ｅを介して駆動力が与えられることにより、光ピックアップＯＰはガイド軸
３９の方向Ｓに沿って移動して位置決め可能である。
光学ピックアップＯＰは、ディスク９の情報記録面に対して例えばレーザ光の合焦したス
ポットを照射して、かつその戻り光を受光素子側に導くための対物レンズ３６を有してい
る。光学ピックアップＯＰは、このようにディスク駆動装置２０に着脱可能に装着された
ディスク９の情報を再生したり、あるいはディスク９に対して情報を記録する機能を有し
ている。
あるいはこの光ディスク装置１００は、光学ピックアップＯＰによりディスク９の情報を
再生する機能のみを有している。
【００３３】
図３と図４は、図１のディスク保持機構３０のチャッキング部材２５の構造例について示
している。
チャッキング部材２５は、図４に示すようにほぼ円形状の部材であるが、その外周面には
、複数の固定部４７と複数の可動部４８が半径方向に突出するように形成されている。固
定部４７は、直径方向反対の可動部４８と反対方向に突出して形成されていると共に、隣
接する位置には固定部４７と可動部４８が並べて配列されている。
図３は図４におけるＡ－Ａ線における断面図である。図３では、一例としてディスク９の
上側のディスク基板９ａと下側のディスク基板９ｂの間には、上側と下側のディスクの穴
径の製造上のバラツキと、接着剤により貼り合わせる時に貼り合わせのずれ量Ｐが生じて
いる。ディスク９の外径は例えば１２ cmである。
【００３４】
このような貼り合せ時にずれを生じたディスク９を確実にセンタリングするために、図３
と図４に示すような固定部４７と可動部４８が設けられている。固定部４７と可動部４８
は、それぞれ同じ角度毎に少なくとも３つ以上、図４の例ではそれぞれ７つずつ設けられ
ている。
図３のように、固定部４７は、外周固定面５１を有している。この外周固定面５１のチャ
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ッキング部材２５の中心ＣＬからの半径Ｅは、図１に示すターンテーブル２２の中心ＣＬ
から図３に示すディスク９の下側のディスク基板９ｂの内径面９ｇにほぼ対応している。
この半径Ｅは、例えば１５ｍｍである。外周固定面５１の上部分は、傾斜面５２になって
おり、この傾斜面５２は、上方に行く程狭くなっている傾斜面である。
固定部４７の中心軸ＣＬ方向の高さＦは、下側のディスク基板９ｂの厚さよりかなり大き
く設定されている。
【００３５】
次に、図３と図４の可動部４８の構造について説明する。
可動部４８は、チャッキング部材２５から側方に舌片状に下向き方向に突出して形成され
ている。図３と図５に示すように、可動部４８の肉厚がどの部分でもほぼ同じようになっ
ている。可動部４８は、保持部６０、案内曲面部６１、支点位置曲面部６２、当接防止用
曲面部６３等を有している。
可動部４８の保持部６０は、図３に示すようにターンテーブル２２側に位置している下側
のディスク基板９ｂの内径部分９ｇに接して、このディスク基板９ｂを位置決めして保持
（センタリング）をする部分である。
図５に示す保持部６０の高さＧは、中心軸ＣＬに関して下側のディスク基板９ｂの厚さと
同等かそれよりも大きく設定されている。
【００３６】
案内曲面部６１は、保持部６０の上部の直近位置に形成されている。この案内曲面部６１
は、下側のディスク基板９ｂを保持部６０側に矢印Ｚ方向に押し下げる時に、内径面９ｇ
を円滑に案内する部分である。
支点位置曲面部６２は、チャッキング部材２５の本体部分２５ａと接合する部分であり、
可動部４８が全体的にＲ方向に弾性変形する際の支点位置に当たる。
【００３７】
図５と図３において特に注目すべきは、当接防止用曲面部６３である。この当接防止用曲
面部６３は、案内曲面部６１の最外部と支点位置曲面部６２の最外部を直線ＬＮで結んだ
範囲よりも内側、即ち中心軸ＣＬ側に位置されていることである。このように、当接防止
用曲面部６３を凹部形状に形成することにより、下側のディスク基板９ｂが保持部６０に
保持された状態で、上側のディスク基板９ａの内径側エッジ９ｊが可動部４８の外周面に
当たるのを防ぐことができる。
これにより、上側のディスク基板９ａの内径側エッジ９ｊが可動部４８に当たらず、下側
のディスク基板９ｂの内径面９ｇが保持部６０において確実にセンタリングしながら保持
することができる。
【００３８】
また、支点位置曲面部６２が曲面形状になっているので、ディスク９をチャッキング部材
２５に嵌め込む際にスムーズにディスク９を嵌め込むことができると共に、案内曲面部６
１も曲面形状になっていることから、下側のディスク基板９ｂを保持部６０に対してスム
ーズに入り込ませて保持できる。
これに対して、案内曲面部６１が曲面部分ではない突出した形状、即ち階段状の形状にす
ると、下層のディスク基板９ｂがチャッキング時に引っ掛かりスムーズにディスク９を装
着することが難しくなる。
【００３９】
なお、図３の中心軸ＣＬからの外周固定面５１の半径Ｅは、例えば１５－０．０１ｍｍ～
１５－０．０３ｍｍに設定して、１５ｍｍ径の最小内径を有するディスク９が入る大きさ
となっている。そして可動部４８は、上側のディスク基板９ａと下側のディスク基板９ｂ
がずれ量Ｐまでずれた所謂限界的に使用できるディスク９を載せた場合であっても、上側
のディスク基板９ａの内径エッジ９ｊは、当接防止用曲面部６３が避けるので、チャッキ
ング部材２５には当接せず、ディスク９は正確に中心軸ＣＬを中心としてセンタリングす
ることができる。
このようにすることで、ディスク９の内径側エッジの面取の有無やその面取程度の大小に
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影響されずに、ディスク９のセンタリング性能を安定して確保することができる。
【００４０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数のディスク基板を貼り合わせた情報記録用の
ディスクの内径エッジ側の面取の有無や大小に影響されずに、ディスクのセンタリング性
能を確実に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のディスク駆動装置及びディスク保持機構を示す一部断面を有する側面図
。
【図２】図１のディスク駆動装置を含む光ディスク装置の例を示す平面図。
【図３】図１のディスク駆動装置のディスク保持機構を示す拡大図。
【図４】図３のディスク保持機構のチャッキング部材を示す平面図。
【図５】図３のチャッキング部材の可動部付近を示す拡大図。
【図６】従来のディスク駆動装置の例を示す側面図。
【図７】従来のディスク駆動装置を含む光ディスク装置の平面図。
【図８】従来のチャッキング装置を示す図。
【図９】図８のチャッキング装置の拡大図。
【図１０】複数のディスク基板により貼り合わせて作られたディスクを示す断面図。
【図１１】複数のディスク基板がずれて貼り合わされた状態を示す図。
【図１２】複数のディスク基板がずれて貼り合わされた状態を示す図。
【図１３】従来のディスクの保持機構の例を示す図。
【図１４】従来のディスクの保持機構の例を示す図。
【図１５】従来のディスクの保持機構の例を示す図。
【符号の説明】
９・・・ディスク、９ａ・・・ディスク基板、９ｂ・・・ディスク基板（ターンテーブル
２２に近い側のディスク基板）、２０・・・ディスク駆動装置、２１・・・モータ、２２
・・・ターンテーブル、２３・・・クランパー、２５・・・チャッキング部材、３０・・
・ディスク保持機構、４７・・・固定部、４８・・・可動部、６０・・・保持部、６１・
・・案内曲面部、６２・・・支点位置曲面部、６３・・・当接防止用曲面部、ＬＮ・・・
案内曲面部６１と支点位置曲面部を結ぶ直線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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